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(54)【発明の名称】 表示装置

(57)【要約】
【課題】  電極端子部の露出を適切に防止できる有機Ｅ
Ｌ表示装置を提供する。
【解決手段】  基板１０の一面上には、陽極２０、有機
層３０、陰極４０が積層されてなる有機ＥＬ素子として
の表示部５０と、電気絶縁性接着材７２を介して接着さ
れ表示部５０を被覆する封止部材７０と、表示部５０か
ら封止部材７０の外側にまで引き出されて形成された電
極端子部８０と、封止部材７０の外側にて電極端子部８
０に導電性接着剤９２を介して接着された配線部材９０
とが設けられている。さらに、基板１０の一面上には、
電極端子部８０のうち封止部材７０と配線部材９０との
間に位置する部位を被覆する電気絶縁性の端子用絶縁膜
１００が成膜されており、電気絶縁性接着材７２の一部
および導電性接着剤９２の一部が端子用絶縁膜１００の
上に重なって配置されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板（１０）と、
この基板の一面上に形成され、駆動回路からの通電によ
り駆動される表示部（５０）と、
前記基板の一面に電気絶縁性接着材（７２）を介して接
着され、前記表示部を被覆する封止部材（７０）と、
前記基板の一面上にて、前記表示部に電気的に接続され
るとともに前記封止部材の外側にまで引き出されて形成
された電極端子部（８０）と、
前記基板の一面のうち前記封止部材の外側にて前記電極
端子部に導電性接着剤（９２）を介して接着され、前記
電極端子部と前記駆動回路との電気的接続を行う配線部
材（９０）とを備える表示装置において、
前記基板の一面上には、前記電極端子部のうち前記封止
部材と前記配線部材との間に位置する部位を被覆する電
気絶縁性の端子用絶縁膜（１００）が成膜されており、
前記電気絶縁性接着材の一部および前記導電性接着剤の
一部が前記端子用絶縁膜の上に重なって配置されている
ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】  前記表示部（５０）には、電気絶縁性の
絶縁膜としての表示部用絶縁膜（６０）が使用されてお
り、
この表示部用絶縁膜と前記端子用絶縁膜（１００）とは
同一の材質からなることを特徴とする請求項１に記載の
表示装置。
【請求項３】  前記表示部（５０）には、前記表示部へ
の通電を行うためのパターニングされた電極（２０）が
形成されており、
前記基板（１０）の一面上において前記電極のパターン
の間には、当該パターン間を絶縁するためのパターン間
絶縁膜（６０）が形成されており、
このパターン間絶縁膜が前記表示部用絶縁膜として構成
されていることを特徴とする請求項２に記載の表示装
置。
【請求項４】  前記配線部材（９０）は、前記電極端子
部（８０）との接続部から、前記端子用絶縁膜（１０
０）および前記封止部材（７０）を覆うように前記基板
（１０）の一面上にわたって設けられたものであること
を特徴とする請求項１ないし３のいずれか一つに記載の
表示装置。
【請求項５】  基板（１０）と、
この基板の一面上に形成され、駆動回路からの通電によ
り駆動される表示部（５０）と、
前記基板の一面上にて、前記表示部に電気的に接続され
るとともに前記表示部の外側にまで引き出されて形成さ
れた電極端子部（８０）と、
前記表示部の外側にて前記電極端子部に電気的に接続さ
れ、前記電極端子部と前記駆動回路との電気的接続を行
う配線部材（９０）とを備える表示装置において、
前記基板の一面上には、前記表示部を被覆するととも *
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*に、前記電極端子部のうち前記表示部と前記配線部材と
の間に位置する部位、および、前記配線部材を被覆する
原子層成長法により形成された電気絶縁性の絶縁膜（１
１０）が成膜されていることを特徴とする表示装置。
【請求項６】  前記配線部材（９０）は、フレキシブル
プリント配線板またはテープキャリアパッケージである
ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか一つに記
載の表示装置。
【請求項７】  前記電極端子部（８０）はインジウム－
スズの酸化物からなるものであることを特徴とする請求
項１ないし６のいずれか一つに記載の表示装置。
【請求項８】  前記表示部は、有機ＥＬ材料からなり通
電により発光する有機ＥＬ素子（５０）であることを特
徴とする請求項１ないし７のいずれか一つに記載の表示
装置。
【請求項９】  基板（１０）と、
この基板の一面上に形成され、駆動回路からの通電によ
り駆動される表示部（５０）と、
前記基板の一面に電気絶縁性接着材（７２）を介して接
着され、前記表示部を被覆する封止部材（７０）と、
前記基板の一面上にて、前記表示部に電気的に接続され
るとともに前記封止部材の外側にまで引き出されて形成
された電極端子部（８０）と、
前記基板の一面のうち前記封止部材の外側にて前記電極
端子部に導電性接着剤（９２）を介して接着され、前記
電極端子部と前記駆動回路との電気的接続を行う配線部
材（９０）とを備える表示装置を製造する製造方法であ
って、
基板の一面上に、前記表示部および前記電極端子部を形
成する工程と、
前記基板の一面上に、前記電極端子部のうち前記封止部
材と前記配線部材との間に位置すべき部位の上に電気絶
縁性の端子用絶縁膜（１００）を成膜する工程と、
しかる後、前記基板の一面上に、前記電気絶縁性接着材
を介して前記封止部材を接着するとともに、前記導電性
接着剤を介して前記配線部材を接着する工程とを備える
ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、基板の一面上に、
駆動回路からの通電により駆動される表示部を有する表
示装置、例えば有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）
素子を表示部に用いた表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】この種の駆動回路からの通電により駆動
される表示部を有する表示装置としては、有機ＥＬ素
子、無機ＥＬ素子、液晶素子等の表示装置がある。この
ような表示装置の典型的な一例として、有機ＥＬ素子を
用いた表示装置（有機ＥＬ表示装置）の断面構成を図７
に示す。
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3
【０００３】ガラス等の基板１０の一面上に、陽極２
０、有機ＥＬ材料からなる有機層３０、陰極４０が順次
積層されてなる有機ＥＬ素子すなわち表示部５０が形成
されている。ここで、図８は、基板１０の一面上から見
たときの陽極２０と陰極４０とのパターンを示す図であ
り、陽極２０は破線、陰極４０は一点鎖線にて、それぞ
れ外形を図示してある。
【０００４】図８に示すように、表示部５０において
は、陽極２０と陰極４０とは、互いに直交するストライ
プ形状にパターニングされており、両電極２０、４０の
交差部が画素として構成されている。そして、陽極２０
のストライプパターンの間には、図８中、斜線ハッチン
グにて示すように、当該パターン間を絶縁するためのポ
リイミド等からなるパターン間絶縁膜６０が形成されて
いる。
【０００５】また、基板１０の一面には、封止部材とし
ての封止缶７０が電気絶縁性接着材７２を介して接着さ
れ、表示部５０を被覆している。また、基板１０の一面
上にて、表示部５０の陽極２０は封止缶７０の外側にま
で引き出されており、この引き出された部分が電極端子
部８０として形成されている。なお、図示しないが、陰
極４０についても同様に、表示部５０から封止缶７０の
外側まで引き出された電極端子部が形成されている。
【０００６】そして、基板１０の一面のうち封止缶７０
の外側にて電極端子部８０には、フレキシブルプリント
配線板（ＦＰＣ）やテープキャリアパッケージ（ＴＰ
Ｃ）等からなる配線部材９０が導電性接着剤９２を介し
て接着されており、この配線部材９０により電極端子部
８０と駆動回路（図示せず）との電気的接続が行われて
いる。
【０００７】そして、上記駆動回路から配線部材９０、
電極端子部８０を介して陽極２０と陰極４０との間に電
界が印加されることで表示部５０への通電が行われ、有
機層３０が発光する、つまり、表示部５０が駆動され
る。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記図
７に示すように、封止缶７０の外側にて電極端子部８０
に、配線部材９０を接続するにあたっては、寸法公差等
の関係から、封止缶７０と配線部材９０との間に隙間が
無いようにすることは困難である。そのため、電極端子
部８０のうち封止缶７０と配線部材９０との間に位置す
る部位Ｋが露出することは避けられない。
【０００９】ここで、電極端子部は、通常インジウム－
スズの酸化物（ＩＴＯ）等からなるが、このような電極
端子部８０において、露出部が存在すると、その露出部
が外気中の水分等によって分解したり、あるいは電界印
加による腐食や短絡等が生じる恐れがある。
【００１０】なお、上記した問題は、有機ＥＬ素子を用
いた有機ＥＬ表示装置だけでなく、無機ＥＬ素子、液晶
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素子等の通電により駆動される表示部および該表示部に
通電するために駆動回路と接続される電極端子部を備え
る表示装置について、共通の問題である。
【００１１】そこで、本発明は上記問題に鑑み、通電に
より駆動される表示部および該表示部に通電するために
駆動回路と接続される電極端子部を備える表示装置にお
いて、電極端子部の露出を適切に防止できるようにする
ことを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、請求項１に記載の発明では、基板（１０）と、この
基板の一面上に形成され、駆動回路からの通電により駆
動される表示部（５０）と、基板の一面に電気絶縁性接
着材（７２）を介して接着され、表示部を被覆する封止
部材（７０）と、基板の一面上にて、表示部に電気的に
接続されるとともに封止部材の外側にまで引き出されて
形成された電極端子部（８０）と、基板の一面のうち封
止部材の外側にて電極端子部に導電性接着剤（９２）を
介して接着され、電極端子部と駆動回路との電気的接続
を行う配線部材（９０）とを備える表示装置において、
基板の一面上には、電極端子部のうち封止部材と配線部
材との間に位置する部位を被覆する電気絶縁性の端子用
絶縁膜（１００）が成膜されており、電気絶縁性接着材
の一部および導電性接着剤の一部が端子用絶縁膜の上に
重なって配置されていることを特徴とする。
【００１３】本発明の表示装置は、基板（１０）の一面
上に端子用絶縁膜（１００）を成膜した後、封止部材
（７０）を基板に接着し、配線部材（９０）を電極端子
部（８０）に接着することにより形成できる。
【００１４】そして、本発明によれば、封止部材を接着
する電気絶縁性接着材の一部および配線部材を接着する
導電性接着剤の一部が、端子用絶縁膜の上に重なって配
置されているため、電極端子部のうち封止部材と配線部
材との間に位置する部位を、端子用絶縁膜にて完全に被
覆できる。
【００１５】よって、本発明の表示装置によれば、電極
端子部の露出を適切に防止することができる。
【００１６】また、請求項２に記載の発明では、表示部
（５０）には、電気絶縁性の絶縁膜としての表示部用絶
縁膜（６０）が使用されており、この表示部用絶縁膜と
端子用絶縁膜（１００）とは同一の材質からなることを
特徴とする。
【００１７】本発明のように、表示部に、電気絶縁性の
絶縁膜としての表示部用絶縁膜（６０）が使用されてい
る場合、この表示部用絶縁膜と端子用絶縁膜（１００）
とを同一の材質からなるものにすれば、表示部用絶縁膜
を端子用絶縁膜に兼用でき、また、これら両絶縁膜（６
０、１００）を同時に成膜することができるため、工程
的にも効率的である。
【００１８】また、請求項３に記載の発明では、表示部
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（５０）には、表示部への通電を行うためのパターニン
グされた電極（２０）が形成されており、基板（１０）
の一面上において電極のパターンの間には、当該パター
ン間を絶縁するためのパターン間絶縁膜（６０）が形成
されており、このパターン間絶縁膜が表示部用絶縁膜と
して構成されていることを特徴とする。
【００１９】表示部用絶縁膜としては、このようなパタ
ーン間絶縁膜を採用することができる。
【００２０】また、請求項１～請求項３に記載の発明
は、請求項４に記載の発明のように、配線部材（９０）
が、電極端子部（８０）との接続部から、端子用絶縁膜
（１００）および封止部材（７０）を覆うように基板
（１０）の一面上にわたって設けられたものに適用して
好ましい。
【００２１】電極端子部のうち封止部材と配線部材との
接続部との間に位置する露出部に対して、樹脂等の防滴
材を塗布・硬化して被覆することも考えられる。この場
合、配線部材および封止部材の接着を行った後に、防滴
材塗布工程を行うこととなる。この防滴材塗布を本発明
のような場合に行おうとしても、当該露出部が配線部材
で覆われて隠れているため、防滴材を塗布することがで
きない。
【００２２】その点、本発明では、このような防滴材を
塗布できないような構成であっても、封止部材や配線部
材を接着する前に予め、所定部位に端子用絶縁膜を成膜
しておくことができるため、電極端子部の露出を適切に
防止することができる。
【００２３】また、請求項５に記載の発明では、基板
（１０）と、この基板の一面上に形成され、駆動回路か
らの通電により駆動される表示部（５０）と、基板の一
面上にて、表示部に電気的に接続されるとともに表示部
の外側にまで引き出されて形成された電極端子部（８
０）と、表示部の外側にて電極端子部に電気的に接続さ
れ、電極端子部と駆動回路との電気的接続を行う配線部
材（９０）とを備える表示装置において、基板の一面上
には、表示部を被覆するとともに、電極端子部のうち表
示部と配線部材との間に位置する部位、および、配線部
材を被覆する原子層成長法により形成された電気絶縁性
の絶縁膜（１１０）が成膜されていることを特徴とす
る。
【００２４】それによれば、緻密な成膜が可能な原子層
成長法（ＡＬＥ法）を用いることにより、基板の一面に
形成された各部が複雑な形状であっても、表示部、電極
端子部、各接続部、および配線部材を完全に被覆するこ
とができる。そのため、電極端子部の露出を適切に防止
することができる。
【００２５】また、本発明では、この原子層成長法にて
形成された絶縁膜により表示部も被覆できるため、別体
の封止部材が不要となるという利点もある。
【００２６】また、請求項６に記載の発明では、配線部
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材（９０）は、フレキシブルプリント配線板またはテー
プキャリアパッケージであることを特徴とする。請求項
１～請求項５に記載の配線部材としては、このようなＦ
ＰＣやＴＣＰを採用することができる。
【００２７】また、請求項７に記載の発明では、電極端
子部（８０）はインジウム－スズの酸化物（ＩＴＯ）か
らなるものであることを特徴とする。請求項１～請求項
６に記載の電極端子部としてはＩＴＯからなるものを採
用することができる。
【００２８】また、請求項８に記載の発明では、表示部
は、有機ＥＬ材料からなり通電により発光する有機ＥＬ
素子（５０）であることを特徴とする。請求項１～請求
項７に記載の表示装置は、表示部として有機ＥＬ素子を
用いた表示装置に適用することができる。
【００２９】また、請求項９に記載の発明では、基板
（１０）と、この基板の一面上に形成され、駆動回路か
らの通電により駆動される表示部（５０）と、基板の一
面に電気絶縁性接着材（７２）を介して接着され、表示
部を被覆する封止部材（７０）と、基板の一面上にて、
表示部に電気的に接続されるとともに封止部材の外側に
まで引き出されて形成された電極端子部（８０）と、基
板の一面のうち封止部材の外側にて電極端子部に導電性
接着剤（９２）を介して接着され、電極端子部と駆動回
路との電気的接続を行う配線部材（９０）とを備える表
示装置を製造する製造方法であって、基板の一面上に、
表示部および電極端子部を形成する工程と、基板の一面
上に、電極端子部のうち封止部材と配線部材との間に位
置すべき部位の上に電気絶縁性の端子用絶縁膜（１０
０）を成膜する工程と、しかる後、基板の一面上に、電
気絶縁性接着材を介して封止部材を接着するとともに、
導電性接着剤を介して配線部材を接着する工程とを備え
ることを特徴とする。
【００３０】本発明によれば、請求項１に記載の表示装
置を適切に製造しうる表示装置の製造方法を提供するこ
とができる。
【００３１】なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述
する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一
例である。
【００３２】
【発明の実施の形態】以下、本発明を図に示す実施形態
について説明する。なお、以下の各実施形態相互におい
て同一部分には、図中、同一符号を付してある。
【００３３】（第１実施形態）図１は、本発明の第１実
施形態に係る表示装置としての有機ＥＬ表示装置Ｓ１の
全体概略断面を示すもので、細部は省略してある。ま
た、図２は、図１中の右側の配線部材９０の接続部近傍
すなわち丸で囲んだＡ部を拡大して示す図であるが、図
１中の左側の配線部材９０の接続部近傍も同様の構成に
できる。
【００３４】この表示装置Ｓ１は、ガラスや樹脂等の可
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7
視光に対して透明な材料からなる基板１０を備えてお
り、図２に示すように、この基板１０の一面上には、陽
極２０、有機ＥＬ材料からなる有機層３０、陰極４０が
順次積層されてなる有機ＥＬ素子すなわち表示部５０が
形成されている。
【００３５】ここで、陽極２０および陰極４０は、上記
図８に示したものと同様に、表示部５０において互いに
直交するストライプ形状にパターニングされている。そ
して、両電極２０、４０の交差部において、両電極およ
び有機層２０～４０が画素として構成されている。
【００３６】また、本表示装置Ｓ１におけるパターン間
絶縁膜６０（図２参照）もポリイミド等の絶縁材料から
なる。そして、このパターン間絶縁膜６０も、上記図８
のものと同様、基板１０の一面上において陽極２０のス
トライプパターンの間に形成されており、当該パターン
間はパターン間絶縁膜６０により絶縁されている。
【００３７】なお、パターン間絶縁膜６０は、陽極２０
の端部を一部被覆した形で、陽極２０のストライプパタ
ーンの間に形成されており、図２および上記図７におけ
る表示部５０の断面は、パターン間絶縁膜６０の端部と
陽極２０の端部との重なり部に位置する断面である。
【００３８】陽極２０は、インジウム－スズの酸化物
（ＩＴＯ）やインジウム－亜鉛の酸化物等の透明導電膜
からなる。有機層３０は、通常の有機ＥＬ素子における
有機層の構成を採用でき、例えば陽極２０側から正孔注
入層、正孔輸送性層、発光層、電子輸送層などが順次積
層されてなる。また、陰極４０はＡｌ等の金属膜等から
なる。
【００３９】このような基板１０の一面上に形成され表
示部５０は、図示しない駆動回路からの通電により駆動
される。具体的には、陽極２０と陰極４０との間に電界
を印加し、有機層３０中にて正孔と電子とを再結合さ
せ、その再結合によるエネルギーによって有機層３０を
発光させるものである。
【００４０】また、図２に示すように、基板１０の一面
上には、電気絶縁性接着材７２を介して封止部材として
の封止缶７０が接着されている。この封止缶７０は、図
１に示すように、基板１０の一面のうち表示部５０が形
成されている領域（表示領域）を被覆し、外気から保護
している。
【００４１】封止缶７０は、外気を遮断できるものなら
ば何でも良いが、例えばステンレス等からなる。また、
電気絶縁性接着材７２は、電気絶縁性の接着材料で有れ
ば何でも良いが、例えば、塗布して硬化させることで接
着性能を発揮するエポキシ樹脂等からなるものにでき
る。
【００４２】また、基板１０の一面上には、表示部５０
から封止缶７０の外側にまで引き出されて形成された電
極端子部８０が設けられている。この電極端子部８０
は、表示部５０における陽極２０および陰極４０にそれ

8
ぞれ電気的に接続されたものである。
【００４３】電極端子部８０は、ＩＴＯやインジウム－
亜鉛の酸化物等の透明導電膜やその他の導電性材料から
なるものにできる。本例では、電極端子部８０は、陽極
２０と同様の膜からなり、陽極２０に対して一体化して
いる。また、図示しないが、陰極４０に対しても、電極
端子部が設けられて電気的に接続されており、その接続
形態は通常の有機ＥＬ表示装置と同様の構成にできる。
【００４４】そして、基板１０の一面のうち封止缶７０
の外側においては、電極端子部８０の上に導電性接着剤
９２を介して配線部材９０が接着されている。この配線
部材９０により電極端子部と上記駆動回路との電気的接
続がなされ、駆動回路から表示部５０への通電が可能と
なっている。
【００４５】配線部材９０は、フレキシブルプリント配
線板（ＦＰＣ）やテープキャリアパッケージ（ＴＰＣ）
等からなる。本例では、図２に示すように、樹脂基材９
０ａに銅線９０ｂが設けられたＦＰＣからなる。また、
導電性接着剤９２は、通常のものを採用でき、本例で
は、エポキシ樹脂に導電性のフィラー９２ａが含有され
たものとしている。
【００４６】ここにおいて、図２に示すように、本実施
形態では、基板１０の一面上にて、電極端子部８０のう
ち封止缶７０と配線部材９０との間に位置する部位を被
覆する電気絶縁性の端子用絶縁膜１００が成膜されてい
る。また、図３は、図２中のＢ矢視図であり、電極端子
部８０のうち封止缶７０と配線部材９０との間に位置す
る部位を上方から見た図である。
【００４７】この図３では、電極端子部８０の外形を一
点鎖線で示し、端子用絶縁膜１００の外形を破線で示
し、端子用絶縁膜１００の形成領域を斜線ハッチングで
示してある。これら図２および図３に示すように、電気
絶縁性接着材７２の一部および導電性接着剤９２の一部
を、端子用絶縁膜１００の上に重ねて配置したものとし
ている。
【００４８】このような構成としているため、電極端子
部８０のうち封止缶７０と配線部材９０との間に位置す
る部位は、端子用絶縁膜１００によって完全に被覆され
た形となり、外気から遮断されている。
【００４９】この端子用絶縁膜１００は、電気絶縁性材
料であって外気を遮断できるものであれば限定されない
が、本例では、表示部５０に使用された表示部用絶縁膜
としての上記パターン間絶縁膜６０と同一の材質からな
るものとしている。具体的に、本例では両絶縁膜６０、
１００をポリイミドからなるものとしている。
【００５０】次に、本実施形態の表示装置Ｓ１の製造方
法について具体例を挙げて述べる。まず、基板１０の一
面上に、表示部５０および電極端子部８０を形成する工
程と、基板１０の一面上に、電極端子部８０のうち封止
缶７０と配線部材９０との間に位置すべき部位の上に端



(6) 特開２００３－２７２８３４

10

20

30

40

50

9
子用絶縁膜１００を成膜する工程とを行う。
【００５１】まず、ガラス基板１０の一面上に、スパッ
タ法およびフォトリソグラフ技術等を用いて、ＩＴＯか
らなる陽極２０および電極端子部８０をパターニング形
成する。
【００５２】次に、本例では、パターン間絶縁膜６０お
よび端子用絶縁膜１００を同時に成膜する。例えば、感
光性ポリイミド等の樹脂（レジスト）をスピンコートに
より基板１０の一面全域上に成膜し、これを焼成した
後、露光、現像することにより、所望の領域にパターン
間絶縁膜６０および端子用絶縁膜１００を形成すること
ができる。
【００５３】次に、ガラス基板１０の一面上において、
真空蒸着法等を用いて有機層３０、陰極４０を順次成膜
する。こうして、表示部５０および電極端子部８０が形
成されるとともに、電極端子部８０のうち封止缶７０と
配線部材９０との間に位置すべき部位の上に端子用絶縁
膜１００が成膜される。
【００５４】なお、パターン間絶縁膜６０および端子用
絶縁膜１００は同時に成膜しなくても良く、互いに別工
程で成膜しても良い。要は、端子用絶縁膜１００は、後
で行われる封止缶７０および配線部材９０の接着工程の
前の段階で成膜されていれば良い。
【００５５】次に、基板１０の一面上に、電気絶縁性接
着材７２を介して封止缶７０を接着するとともに、導電
性接着剤９２を介して配線部材９０を接着する工程を行
う。封止缶７０については、電気絶縁性接着材７２を塗
布・硬化させて接着を行い、配線部材９０については、
導電性接着材９２を介して熱圧着することで接着が行わ
れる。
【００５６】ここで、予め電極端子部８０の上に端子用
絶縁膜１００が成膜されているため、上記図２、図３に
示すように、電気絶縁性接着材７２の一部および導電性
接着剤９２の一部が端子用絶縁膜１００の上に重なるよ
うに、電気絶縁性接着材７２および導電性接着剤９２を
配置することは容易である。
【００５７】さらに、封止缶７０については、端子用絶
縁膜１００と重ならないことが好ましい。つまり、封止
缶７０から封止缶７０の外側へはみ出した部分の電気絶
縁性接着材７２が端子用絶縁膜１００に重なるようにす
ることが好ましい。これは、端子用絶縁膜１００が存在
する部分では、存在しない部分に比べて接着力が弱いこ
とから、封止缶７０の接着性を十分に確保するためであ
る。
【００５８】このようにして、本表示装置Ｓ１が完成す
る。その後、配線部材９０を図示しない上記駆動回路に
接続することで、表示装置Ｓ１が駆動可能となる。
【００５９】ところで、本実施形態の表示装置Ｓ１にお
いては、基板１０の一面上に、電極端子部８０のうち封
止缶７０と配線部材９０との間に位置する部位を被覆す
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る電気絶縁性の端子用絶縁膜１００を成膜し、電気絶縁
性接着材７２の一部および導電性接着剤９２の一部を端
子用絶縁膜１００の上に重ねて配置した独自の構成を採
用している。
【００６０】そして、このような独自の構成は、上記製
造方法にも示したように、基板１０の一面上に端子用絶
縁膜１００を成膜した後、封止缶７０を基板１０に接着
し、配線部材９０を電極端子部８０に接着することによ
り、適切に形成することができる。
【００６１】そして、本実施形態によれば、封止缶７０
を接着する電気絶縁性接着材７２の一部および配線部材
９０を接着する導電性接着剤９２の一部が端子用絶縁膜
１００の上に重なって配置されているため、電極端子部
８０のうち封止缶７０と配線部材９０との間に位置する
部位を端子用絶縁膜１００にて完全に被覆できる。
【００６２】よって、本実施形態によれば、電極端子部
８０の露出を適切に防止することのできる有機ＥＬ表示
装置Ｓ１を提供することができる。
【００６３】また、上記図２に示す表示装置Ｓ１では、
表示部５０に使用される電気絶縁性の絶縁膜である表示
部用絶縁膜として、陽極２０のパターン間を絶縁するた
めのパターン間絶縁膜６０が形成されているが、このパ
ターン間絶縁膜６０と端子用絶縁膜１００とを同一の材
質からなるものとしている。
【００６４】このようにすれば、表示部用絶縁膜６０を
端子用絶縁膜１００に兼用することができ、また、上記
製造方法にも示したように、これら両絶縁膜６０、１０
０を同時に成膜することができるため、工程的にも効率
的である。
【００６５】なお、知られているように、表示部用絶縁
膜としては、画素間を区画するポリイミド等からなる隔
壁が使用されることも多い。そこで、上記パターン間絶
縁膜６０以外にも、当該隔壁と端子用絶縁膜１００とを
同一の材質からなるものとし、これら両者の兼用および
同時成膜を行うようにしても良い。
【００６６】（第２実施形態）図４は、本発明の第２実
施形態に係る表示装置としての有機ＥＬ表示装置Ｓ２の
全体概略断面を示すもので、細部は省略してある。ま
た、図５は、図４中の右側の配線部材９０の接続部近傍
すなわち丸で囲んだＣ部を拡大して示す図であるが、図
４中の左側の配線部材９０の接続部近傍も同様の構成に
できる。
【００６７】本実施形態は、上記第１実施形態に比べ
て、配線部材９０を、電極端子部８０との接続部から、
端子用絶縁膜１００および封止缶７０を覆うように基板
１０の一面上にわたって設けたところが相違するもので
ある。この構成によれば、配線部材９０を基板１０と重
ねることで装置全体の小型化が図れる。
【００６８】また、電極端子部８０のうち封止缶７０と
配線部材９０との間に位置する露出部に対して、当該露
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11
出部を樹脂等の防滴材を塗布・硬化して被覆することも
考えられる。この場合、配線部材９０および封止缶７０
の接着を行った後に、防滴材塗布工程を行うこととな
る。
【００６９】この防滴材塗布は、上記第１実施形態や上
記従来図７に示したような配線部材９０の配置ならば可
能であるが、本実施形態のような場合に行おうとして
も、当該露出部が配線部材９０で覆われて隠れているた
め、防滴材を塗布することができない。
【００７０】本実施形態は、このような防滴材を塗布で
きないような構成の表示装置であっても、封止缶７０や
配線部材９０を接着する前に予め、所定部位に端子用絶
縁膜１００を成膜しておくことによって、電極端子部１
００の露出を適切に防止することができる。
【００７１】（第３実施形態）図６は、本発明の第３実
施形態に係る表示装置としての有機ＥＬ表示装置Ｓ３の
要部の概略断面を示す図である。
【００７２】図６に示すように、本表示装置Ｓ３は、基
板１０と、基板１０の一面上に形成された表示部５０
と、基板１０の一面上にて表示部５０に電気的に接続さ
れるとともに表示部５０の外側にまで引き出されて形成
された電極端子部８０と、表示部５０の外側にて電極端
子部８０に電気的に接続された配線部材９０とを備え
る。
【００７３】そして、基板１０の一面上には、表示部５
０を被覆するとともに、電極端子部８０のうち表示部５
０と配線部材９０との間に位置する部位、および、配線
部材９０を被覆する原子層成長法（ＡＬＥ法）により形
成された電気絶縁性の絶縁膜（以下、ＡＬＥ絶縁膜とい
う）１１０が成膜されている。
【００７４】つまり、ＡＬＥ絶縁膜１１０は、基板１０
の一面上に形成された各部全体を覆う最表面層として形
成されている。このような表示装置Ｓ３は、基板１０に
表示部５０および電極端子部８０を形成した後、真空中
または乾燥窒素ガス中で配線部材９０を接続し、その
後、原子層成長法を行ってＡＬＥ絶縁膜１１０を形成す
ることで製造できる。
【００７５】それによれば、緻密な成膜が可能な原子層
成長法を用いることにより、基板１０の一面に形成され
た各部が複雑な形状であっても、表示部５０、電極端子
部８０、各接続部、および配線部材９０を完全に被覆す
ることができる。例えば、図６中の丸で囲んだＤ部分の
ように、入りくんだ複雑な部分においてもＡＬＥ絶縁膜
１１０によって確実に被覆することができる。
【００７６】ここで、具体的なＡＬＥ絶縁膜１１０の成
膜方法の一例を述べておく。まず、表示部５０、電極端
子部８０および配線部材９０が付与されたガラス基板１
０を反応炉に入れる。その反応炉を４０Ｐａ程度の真空
にし、Ｎ

2
ガスを４００ｓｃｃｍ程度流しながら、該ガ

ラス基板１０を加熱し、基板温度を１００℃に安定させ*
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*る。
【００７７】その後、ＴＭＡ（トリメチルアンモニウ
ム）を原料ボトル内にて２８℃、Ｈ

2
Ｏを原料ボトル内

にて室温（２４℃）に保持し、減圧下で気化させ、次の
ようにして、キャリアガスであるＮ

2
ガス（流量は４０

０ｓｃｃｍ）により、反応炉へ交互に導入する。
【００７８】まず、気化ＴＭＡを０．６秒導入した後、
基板表面に吸着した分子以外の気相に存在する過剰のＴ
ＭＡを取り除くため、パージガスとしてＮ

2
ガスを２．

４秒導入する。その後、同様に気化Ｈ
2
Ｏを１．０秒、

Ｎ
2
パージガスを４．０秒のガス導入時間（パルス時

間）にて成膜する。
【００７９】このＴＭＡ導入→パージ→Ｈ

2
Ｏ導入→パ

ージのサイクルを５０００回繰り返し（約１１時間）、
成膜を行う。この間、反応炉の圧力は１５０～３００Ｐ
ａであり、基板温度は反応炉内のヒータによって１００
℃に保持する。
【００８０】成膜が終了した後は、Ｎ

2
ガスを４００ｓ

ｃｃｍ導入しながら、放置冷却を行い、基板温度が７０
℃になった時点で反応炉を大気圧にし、基板１０を取り
出す。これにより、ＡＬＥ絶縁膜１１０として、膜厚約
４００ｎｍのアルミナ（Ａｌ

2
Ｏ
3
）が得られる。なお、

膜厚は保護層の断面をＴＥＭ（電子透過型顕微鏡）観察
することで求めることができる。
【００８１】ここで、ＡＬＥ法によるＡＬＥ絶縁膜１１
０の成膜時の基板温度（成膜温度）については、予め成
膜されている有機発光材料のＴｇ点（ガラス転移点）以
下の温度とすることが好ましい。これは、該成膜温度が
該Ｔｇ点よりも高いと有機発光材料の結晶化が進み、発
光効率が低下するためである。以上がＡＬＥ絶縁膜１１
０の具体的な成膜例である。
【００８２】また、本実施形態によれば、この原子層成
長法にて形成されたＡＬＥ絶縁膜１１０により表示部５
０も被覆できるため、別体の封止部材が不要となるとい
う利点もある。そのため、封止部材が無くなる分、体格
が小さくできる等の効果が期待できる。
【００８３】（他の実施形態）なお、上記実施形態は、
有機ＥＬ表示装置以外にも、無機ＥＬ素子、液晶素子等
の通電により駆動される表示部および該表示部に通電す
るために駆動回路と接続される電極端子部を備える表示
装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置
の全体概略断面図である。
【図２】図１中のＡ部拡大図である。
【図３】、図２中のＢ矢視図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係る有機ＥＬ表示装置
の全体概略断面図である。
【図５】図５中のＣ部拡大図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係る有機ＥＬ表示装置
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の要部概略断面図である。
【図７】従来の有機ＥＬ表示装置の概略断面図である。
【図８】図７に示す有機ＥＬ表示装置における電極パタ
ーンを示す図である。
【符号の説明】 *
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*１０…基板、２０…陽極、５０…表示部、６０…パター
ン間絶縁膜、７０…封止缶、７２…電気絶縁性接着材、
８０…電極端子部、９０…配線部材、９２…導電性接着
剤、１００…端子用絶縁膜、１１０…ＡＬＥ絶縁膜。

【図１】

【図２】

【図３】 【図４】

【図６】
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